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  目      次  
    

   条  例 

 ○富山県知事及び副知事の給料その他の給与及び旅費支給条例の一部を改  

  正する条例                            １ 
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条      例 
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 富山県知事及び副知事の給料その他の給与及び旅費支給条例の一部を改正する条 

例を公布する。 

  令和５年10月２日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

富山県条例第35号 

   富山県知事及び副知事の給料その他の給与及び旅費支給条例の一部を    

   改正する条例 

 富山県知事及び副知事の給料その他の給与及び旅費支給条例（昭和36年富山県条 

例第５号）の一部を次のように改正する。 

 別表の３中「日当、宿泊料及び食卓料」を「旅費」に改め、同表の表中「日当、 

宿泊料及び食卓料」を「旅費」に、「別表第２の１の表に掲げる」を「に規定する」

に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、令和３年３月31日から適用する。 

                              （人 事 課）  
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